
【対象店舗】次の①～③すべてに当てはまる場合 
①鯖江市内で事業を行う事業者 
②1店舗あたりの売場面積が1,000㎡未満 
③15店舗以上を展開するチェーン店に加盟していないこと 
※チェーン店とは、同じブランド、外観、サービス等により 
  運営・管理を行うものをいう。 
    ただし、15店舗以上を展開するチェーン店に加盟している場合であっても、 
  経営主体全体（法人全体または事業所全体）で 
    小規模事業者（常時使用する従業員が20人以下の事業者）に該当する 
  場合は、 鯖江市の小規模店とする。 
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●要件● 
【眼鏡】眼鏡（サングラス・老眼鏡を含む）を販売する小規模店 
     ※福井県内で製造加工された眼鏡製品のみを対象とする。  
【漆器】伝統的工芸品の越前漆器を販売する小規模店 
     ※越前漆器製品のみを対象とする。 
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